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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高密度の電圧駆動膜の一次側に酸素含有ガスを供給するステップ、及び
　前記膜の一次側にある導体素子と、前記膜の二次側にある導体素子との間に電圧を印加
するステップであり、前記導体素子は前記膜に電気接続されている、前記電圧を印加する
ステップ
を有する酸素を生成する方法は、
　前記膜の少なくとも二次側においてプラズマが発生し、前記プラズマは、前記膜の二次
側における導体素子として使用されている、方法。
【請求項２】
　前記プラズマは、前記膜の一次側及び二次側の両方に発生する、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記膜は、５００℃以上、７００℃以下の範囲の温度に加熱される、請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記プラズマは、２つの電極間に電圧を印加することにより発生する、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記プラズマは、容量性励起に基づいて発生する請求項１に記載の方法。
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【請求項６】
　前記プラズマは、誘導性励起に基づいて発生する請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記プラズマは、電磁波に基づいて発生する請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　一次側及び二次側を有する高密度の電圧駆動膜、
　前記高密度の膜の少なくとも二次側においてプラズマを発生させるプラズマ発生装置、
並びに
　前記プラズマ発生装置により前記二次側において発生するプラズマと、他の導体素子と
の間に電圧を与えるための電圧源であり、前記プラズマ及び前記他の導体素子は、前記膜
の両側に配されている、電圧源
を有する酸素を生成する装置。
【請求項９】
　前記他の導体素子はプラズマにより形成される請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記膜は、（ＭＯ２）－蛍石型酸化物、ペロブスカイト型酸化物（ＡＢＯ３）、アウリ
ビリウス（Ｂｉ２Ｏ２）（Ａｎ－１ＢｎＯｘ）連晶相、Ｌａ２Ｍｏ２Ｏ９酸化物又はアパ
タイトＡ１０－ｘ（ＳｉＯ４）６Ｏ２±δ格子を有する材料に基づいている、請求項８に
記載の装置。
【請求項１１】
　前記プラズマ発生装置は、酸素含有ガスから及び生成される酸素流から分離されるよう
に配される、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　酸素含有ガス流を前記膜の一次側に誘導するためのガス供給装置が設けられる、請求項
８に記載の装置。
【請求項１３】
　前記装置は、治療応用のための酸素投与装置の一部である、請求項８に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、酸素生成の分野に関する。特に、本発明は、治療応用の分野における酸素含
有ガスから酸素を分離する分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　酸素療法は、治療法としての酸素の投与である。それは細胞代謝に必須であり、組織酸
素化が全ての生理学的機能に必須であるため、慢性及び急性の患者治療の両方において、
様々な目的のために広く用いられる。特に、患者が低酸素症及び／又は低酸素血症を患っ
ているとき、酸素療法は、肺への酸素供給を増大させ、それにより身体の組織への酸素利
用率を増大させることにより、患者のためになるように用いられる。酸素療法は、病院又
は在宅医療における応用の両方に用いられる。酸素療法の主な在宅医療の応用は、慢性閉
塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の患者のためである。
【０００３】
　酸素は、多くの方法で投与されてもよい。酸素投与の好ましい方法は、いわゆるオンデ
マンドでの酸素の生成を使用することによる。これを参照して、商業的な解決法、いわゆ
る酸素濃縮器又は分離器夫々が広く知られている。これら酸素濃縮器は、酸素含有ガスか
ら殆ど酸素を分離するので、酸素は、オンデマンドで、すなわち使用する直前に供給され
る。最もよく知られる酸素濃縮器は、コンプレッサが酸素含有ガスを圧縮する必要がある
。さらに酸素、好ましくは純酸素が生成されなければならない。従って、最もよく知られ
る酸素濃縮器は、酸素含有ガスから酸素を分離するための有機膜を有する。
【０００４】
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　この知られる酸素濃縮器の主な欠点は、コスト高であること及びノイズに関して利便性
が限られることである。さらに、酸素含有ガスの不要な成分、主に窒素は、前記膜に吸着
され、これにより吸着したガスが前記膜から脱離する、いわゆるスイング処理の必要性を
生じさせる。この脱離ステップ中、酸素の分離は不可能であり、そのために２つの膜が所
望され、これがコストをさらに増大させる。これとは別に、特に酸素濃縮器が一晩中使用
されるとき、コンプレッサは多くは騒々しく、利便性を少なくする。さらに、生成した酸
素は非殺菌であり、そのために他の消毒方法がしばしば所望又は必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　酸素含有流体から酸素を分離するための酸素分離処理が米国特許番号US 6,544,404 B1
から知られている。この処理は、金属、金属酸化物及びそれらの組み合わせから成る集合
から選択される化学活性的な多孔質被覆を持つ混合イオン及び電子膜を使用する。この従
来技術は、複合膜の機械的及び物理的互換性を犠牲にすることなく、優れた流束を提供す
る目的に取り組むことを望んでいる。しかしながら、これらの種類の膜は、膜の一次側と
二次側との間に、ある量の分圧差を必要とし、場合によっては、これは避けられるのが好
ましい。
【０００６】
　加えて、前記膜を通る酸素の流束を生成するために、電極を外部の導電層として持つ、
純粋な電圧駆動膜又は純粋なイオン導電性膜を夫々使用する酸素を分離する既知の方法が
存在している。これら膜又は膜の使用夫々のある主な欠点は、これらの膜が適切に働くた
めに高温を必要とするという事実にある。しかしながら、これらの条件の下で、電極の成
分がこれら電極から放出される危険性があり、これは結果として生成される酸素流に存在
する。しかしながら、幾つかの応用、例えば治療応用の分野において、これらの化合物の
存在が回避される又は少なくとも大幅に減らさなければならない。加えて、場合によって
はこの方法を行うのに使用される装置は、熱心な整備作業(servicing work)を必要とする
。これとは別に、膜の面上に存在する電極は、ガス又は少なくとも酸素に対し透過性を持
たなければならず、これはさらに複雑な製造工程を必要とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の目的は、従来知られている欠点の少なくとも１つを克服する、酸素を生成する
方法及び装置を提供することである。
【０００８】
　本発明の他の目的は、減らした整備作業で使用可能である酸素を生成する方法及び装置
を提供することであり、この方法及び装置において、生成される酸素流に不要な化合物が
存在する危険性は大幅に減少する。
【０００９】
　これらの目的は、請求項１に記載の酸素を生成する方法により達成される。これらの目
的は、請求項９に記載の酸素を生成する装置により達成される。本発明の好ましい実施例
は、従属請求項に定められている。
【００１０】
　本発明は、酸素を生成する方法に関する。前記方法は、高密度の電圧駆動膜の一次側に
酸素含有ガスを供給するステップ、並びに前記膜の一次側にある導体素子と、前記膜の二
次側にある導体素子との間に電圧を印加するステップであり、前記導体素子は前記膜に電
気接続されている、印加するステップを有し、ここでプラズマは、前記膜の一次側及び二
次側の少なくとも一方の側に発生し、前記プラズマは、前記膜の一次側における導体素子
として及び／又は前記膜の二次側における導体素子として使用されている。
【００１１】
　本発明による高密度の膜の一次側に酸素含有ガスを供給する前記ステップは、膜の一次
側を前記酸素含有ガスと接触させるのに適した夫々の手段を有する。従って、このステッ
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プは例示的に、酸素含有ガスを有する大気中に前記膜、又はその膜の一次側を単に配する
ことを有する。加えて、このステップは、例えばガス供給装置、例えばポンプ、コンプレ
ッサ等を用いて、膜の一次側に酸素含有ガスを誘導することを有する。
【００１２】
　本発明による膜の一次側は特に、膜の面を指し、酸素含有ガスは、すなわち膜の保持側
に誘導される。それに応じて、膜の二次側は特に、生成される純酸素流が存在している膜
の面、すなわち膜の透過側を指している。
【００１３】
　加えて、ここで用いられる高密度の膜という言葉は、酸素には透過であるが、他のガス
、特に窒素に対しては不透過である膜を指している。結果として、高密度の膜は、酸素含
有ガスから酸素を分離する、それにより純酸素又は本質的に純粋な酸素を生成するのに適
する。それとは別に、本発明の意味において電圧駆動膜は特に、膜にかかる電圧、すなわ
ち膜の一次側と二次側との間にかかる電圧を与えることにより、単に純酸素の流束を生成
する膜を意味している。結果として、本発明による電圧駆動膜は特に、純粋な酸素イオン
は伝導する、非多孔質(non-porous)である個体の電解質膜に基づいている。本発明の意味
において電圧駆動膜は、例えば酸素イオン及び電子伝導率の両方を持つ混合導電膜ではな
い。
【００１４】
　本発明の意味における導体素子はさらに、それに電圧を印加して、この印加した電圧及
びイオン導電膜との電気接続により電流を流すことを可能にするのに適した如何なる素子
を特に意味している。結果として、導体素子は特に、電子伝導素子を意味している。本発
明によれば、少なくとも１つの導体素子は発生したプラズマにより形成される。しかしな
がら、プラズマにより１つの導体素子しか形成されない場合、他の導体素子は、例えば従
来の電極により形成されてもよい。後者の場合、前記電極は好ましくは、本発明による方
法を用いて適切に酸素を生成することができるように、膜の面上に配される。この場合、
電極はガス又は少なくとも酸素に対し透過でなければならない。
【００１５】
　本発明によるプラズマは特に、荷電粒子が存在しているガスを意味している。これら荷
電粒子はそれにより、イオン又は電子若しくは他の荷電粒子を有する。
【００１６】
　加えて、ここで用いられるような酸素含有ガスという言葉は、少なくとも一部は酸素を
有する又は主に酸素から構成される如何なるガスのことを指している。
【００１７】
　本発明によれば、酸素が生成される、すなわち酸素含有ガスから夫々分離され、これに
より上記目的に応える。詳しくは、プラズマが膜の一次側及び二次側の少なくとも一方の
側に発生するという事実により、少なくとも１つの電極は、イオン化ガス、すなわちプラ
ズマ夫々により交換される。結果として、化合物が電極内に存在し、動作状態で電極から
放出される危険性は、１つの電極だけがプラズマにより交換される場合、大幅に減少する
、又は完全に回避される。
【００１８】
　これに関して、膜の二次側にある電極がプラズマにより交換される、すなわちプラズマ
が膜の二次側にのみ形成されることが特に好ましい。動作状態で場合によって電極から放
出される化合物は、膜を透過せず、純酸素の流束を悪化することはないので、これは、あ
る状況下では十分である。結果として、本発明による方法は特に、酸素を非常に高い純度
で及び特に有毒不純物無しで生成することが好ましい。例えば、本発明による方法は特に
、治療応用の分野において生成した酸素を患者に投与するのに適している。
【００１９】
　加えて、膜の一次側及び二次側の少なくとも一方の側にプラズマを発生させることによ
り、本発明の方法のために設計した装置の整備作業は大幅に減少する。詳しくは、電極に
存在する化合物、例えばコバルトが動作状態で放出される場合、生成したガス流が不純物
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を有するだけでなく、電極自身又は電極の構成夫々が悪化する。これは、ある程度の時間
の後、正常に働かない、故にある程度の作業期間の後、電極の交換を必要とする電極とな
る。この整備作業は、電極が存在しない又は電極の量が減らされる場合に節減される。結
果として、整備作業及び故に本発明による方法を行うのに必要な費用が減少する。
【００２０】
　発生したプラズマはさらに、高密度の膜をこの膜が必要とする動作状態にするために、
この高密度の膜を加熱するのに使用されてもよい。詳しくは、膜を正常に働かせるために
、この膜を加熱することが時として有利である。膜を加熱するのに必要とされるエネルギ
ーは、プラズマにより少なくとも一部が供給されてもよい。結果として、追加の加熱装置
は、場合によっては設けられる必要はない。さらに、特に膜の二次側にプラズマを与える
ことにより、場合によって、特に治療応用の分野には好ましい、無菌の酸素が生成される
。
【００２１】
　本発明による方法の他の利点は、電圧駆動膜を使用することにより、酸素の流束は、印
加する電圧を変更することにより非常に正確に調節されるという事実にある。これは、酸
素の流束の速度は印加する電圧に正比例しているという事実によるものである。加えて、
膜の二次側への過圧は、単に印加する電圧を適切な量に調節することにより、必要とされ
る量で簡単に生じる。結果として、生成する酸素に対して、例えば酸素の量、すなわち流
束及び／又は圧力に対して、本発明による方法を用いることにより、非常に正確な制御が
可能である。
【００２２】
　加えて、混合イオン及び電子伝導性膜と比べると、例えば一次側と二次側との圧力差が
酸素を生成するのに必要とされない。これは、厄介なガス圧縮手段のない作業を可能にし
て、本発明による方法をより一層静かにする。
【００２３】
　本発明の好ましい実施例によれば、プラズマは、膜の一次側及び二次側の両方に発生す
る。本実施例は、本発明による方法に対して、整備作業及び故に必要なコストをさらに減
らすことを可能にする。詳しくは、膜の電極は一方の側、特に膜の二次側において節減さ
れるだけでなく、如何なる電極も無く膜が設けられてもよい。結果として、膜の一次側及
び二次側の両方にある導体素子はプラズマにより形成される。これは、夫々の電極を交換
するステップだけでなく、電極を制御するステップも完全に回避される。これとは別に、
膜の一次側に配されている電極から放出される粒子が膜に誘導され、これが膜の寿命の減
少につながる、膜の汚染が回避される。結果として、本実施例による方法は、整備作業を
減らし、膜の寿命を延ばしている。故に、本実施例は、本発明による方法を行うことによ
り、必要なコストをさらに減らすことを可能にする。
【００２４】
　本発明のさらに好ましい実施例によれば、プラズマは、１×１０－３以下の範囲内の電
荷キャリア密度を供給するように発生する。本発明による電荷キャリア密度は特に、ガス
状分子に対する荷電粒子の量を意味している。上で特定した範囲にある荷電粒子の濃度は
、広範囲の応用に適した膜を通る酸素の流束を可能にして、これにより膜の二次側に純酸
素の適切な過圧が与えられることを可能にするのに十分な高さである。詳しくは、プラズ
マの伝導率は、適切な電圧が印加され、プラズマが膜に結合することを可能にするのに十
分な高さである。加えて、本実施例による方法は、限られた量の荷電粒子だけが生じなけ
ればならないという事実により、エネルギーの節約が行われる。結果として、本実施例は
、本発明による方法を行うことによりさらにコストを下げることを可能にする。
【００２５】
　前記膜は、５００℃以上、７００℃以下の範囲内の温度に加熱されることがさらに好ま
しい。特に、上で特定した温度範囲に膜を加熱することにより、適切な膜を通る酸素の流
束は、膜を通る酸素を誘導する力が加熱ステップにより向上するという事実により、与え
られる。加えて、膜を加熱することにより、無菌の酸素が生成され、これはプラズマが膜
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の一次側にのみ形成される場合に特に有利であり、前記方法はさらに治療応用の過程で、
故に患者に酸素を投与する過程で使用される。
【００２６】
　与えられるプラズマに対し、使用されることが可能であるプラズマの発生の有利な実施
例が幾つか存在している。これにより、非局所熱平衡(non-LTE)放電と局所熱平衡(LTE)放
電とが識別される。非局所熱平衡、例えば誘電体バリア放電は、殆どガスを加熱せずに現
れるのに対し、ＬＴＥ放電、例えば高輝度放電ランプにおける放電（プラズマ）は、十分
にガスを加熱し、高いガス温度で現れる。
【００２７】
　詳しくは、２つの電極間に電圧を印加することによりプラズマを発生させることが好ま
しい。本実施例は、静電場による励起を使用し、ここで荷電粒子は、放電により、さらに
電子衝撃イオン化により生じる。詳しくは、電圧、好ましくは直流に対する電圧が２つの
電極間に印加される。電圧、電極の距離及びガスの圧力の適切な組み合わせを調節するこ
とにより、発生するプラズマにつながる放電が形成される。本実施例は、プラズマを実行
するに特に簡単な方法である。詳しくは、複雑な装置が設けられる必要はなく、本実施例
による方法のコストを特に節約させる。
【００２８】
　本発明の他の実施例によれば、プラズマは、容量性励起に基づいて発生する。容量性励
起に基づくプラズマの発生は、電磁場の励起を使用し、ここで荷電粒子は電子衝撃イオン
化により発生する。詳しくは、交番電場は２つのコンデンサプレートに印加される。これ
らプレートの間にプラズマが発生する。容量性励起の１つの主な利点は、その間でプラズ
マが発生しているプレートは、高密度の膜の一次側に供給される酸素含有ガス、若しくは
高密度の膜の二次側にある生成される純酸素流のすぐ近くに、又は前記ガス流内に夫々に
配される必要はないという事実にある。これとは対照的に、前記プレートは、例えばガラ
ス板等により前記夫々のガス又はガス流から分離されるように配されてもよい。結果とし
て、このいわゆる無電極のプラズマ発生を使用することにより、酸素含有ガスと生成され
る純酸素のどちらもコンデンサプレートと直接接触していない。本実施例は故に、コンデ
ンサプレートの粒子が放出され、前記ガス流に取り込まれることを回避し、これにより、
特に純酸素流に汚染物質が取り込まれることを回避する。本実施例による方法は故に、治
療応用の分野において特に有利である生成される酸素の純度をさらに増大させることを可
能にする。これとは別に、コンデンサプレートから放出される粒子が膜に誘導されること
、及び膜の寿命の減少につながる膜の汚染が避けられる。結果として、本実施例による方
法はさらに、整備作業を減らし、膜の寿命を延ばす。従って、本実施例は、本発明による
方法を行うことにより必要とされるコストをさらに減らすことを可能にする。
【００２９】
　プラズマは、誘導性励起に基づいて発生することがさらに好ましい。誘導性励起又は磁
気励起夫々に基づくプラズマの発生は、電磁場の励起を使用し、ここで荷電粒子は電子衝
撃イオン化により発生する。詳しくは、高周波の交流電流がコイルを介して誘導され、こ
れは例えばグロー放電のような放電となり、故にプラズマとなる。再び、前記コイルは、
酸素含有ガスから、特に生成される純酸素流から分離されるように配される。それに応じ
て再び、無電極のプラズマ発生が行われ、生成される酸素の純度の向上及び整備作業の減
少に対して、上述した利点となる。
【００３０】
　本発明のさらに他の実施例において、プラズマは電磁波に基づいて発生する。好ましく
は、プラズマを発生させるために、酸素又は酸素含有ガスを励起させるためのマイクロ波
又は無線周波数が使用される。本発明によるマイクロ波は特に、波長が１ｍｍ以上、１ｍ
以下の範囲内、及び周波数が３００ＭＨｚ以上３００ＧＨｚ以下の周波数を持つ波を意味
するのに対し、無線周波数は特に、波長が１０ｃｍ以上、１００ｋｍ以下の範囲内であり
、３ＧＨｚまでの周波数を持つ波を意味している。それに応じて再び、無電極のプラズマ
発生が行われ、生成される酸素の純度の向上及び整備作業の減少に対して、上述した利点
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となる。
【００３１】
　本発明はさらに、酸素を生成する装置に関連し、この装置は、一次側及び二次側を持つ
高密度の電圧駆動膜、前記高密度の膜の一次側及び二次側の少なくとも一方にプラズマを
発生させるためのプラズマ発生装置、並びに前記プラズマ発生装置により発生するプラズ
マと、他の導体素子との間に電圧を供給するための電圧源を有し、前記プラズマ及び他の
導体素子は、前記膜の両側に配されている。
【００３２】
　本発明によるプラズマ発生装置は特に、プラズマを形成することが可能である如何なる
装置も意味し、ここでプラズマは上述したようなイオン化ガスである。詳しくは、プラズ
マ発生装置は、２つの電極間に電圧を印加することによりプラズマを発生させるために、
これら２つの電極を有する電圧源を有する。代わりに、前記プラズマ発生装置は、容量性
励起を用いてその間にプラズマが発生する２枚のコンデンサプレートを有してもよい。さ
らに、誘導性励起に基づいてプラズマを発生させるためにコイルが設けられてもよいし、
又はマイクロ波若しくは無線周波数夫々を発生させるための装置が設けられてもよい。し
かしながら、プラズマ発生装置は、上述した実施例に限定されない。一般的に、従来知ら
れている如何なるプラズマ発生装置が使用されてもよい。
【００３３】
　膜に電気接続している導体素子は特に、プラズマが導体素子として使用される場合、プ
ラズマは膜のすぐ近くに発生し、故にプラズマが膜の表面に存在している、故に直接接触
していることを意味している。導体素子が従来の電極である場合、電極が従来知られてい
るように膜の表面上に配されてもよい。
【００３４】
　本発明による装置は、本発明による方法を行うのに特に適している。結果として、本実
施例による装置は、酸素を高い純度で生成すること、及び高密度の電圧駆動膜を使用する
とき、前記膜上に被覆されている、電極から放出される粒子が生成される酸素流内に放出
されることを回避することを可能にする。
【００３５】
　本発明による装置の他の利点は、このような装置のかなり簡単な製造手順にある。詳し
くは、電極が膜上に存在しているとき、これら電極は導電性であるだけでなく、これら電
極はガス、又は少なくとも酸素に対し透過性でもなければならない。この特性を達成する
ために、電極を形成する材料は、非常に明確に選ばれなければならない、すなわち材料は
、製造方法をさらに複雑にさせる貫通孔を持つ、例えば格子のような構造で配されなけれ
ばならない。もう１つの可能性は、電極を薄い層として配することであり、この場合、こ
れら電極の安定性は場合によっては問題となることがある。しかしながら、これらの点は
、プラズマがガス又は酸素夫々に対して、ガス透過性の問題を示さないという事実により
、導体素子をプラズマにより形成することにより考慮される必要はない。
【００３６】
　本発明の好ましい実施例によれば、他の導体素子はプラズマにより形成される。本実施
例は、電極を電圧駆動膜の表面上に設けることなく設計される。結果として、合成物が膜
から放出され、生成される酸素流に取り入れられる危険性は、整備作業と同様にさらに減
少する。
【００３７】
　本発明の他の好ましい実施例によれば、膜は、（ＭＯ２）－蛍石型酸化物、ペロブスカ
イト型(perovskite)酸化物（ＡＢＯ３）、アウリビリウス(Aurivillius)（Ｂｉ２Ｏ２）
（Ａｎ－１ＢｎＯｘ）連晶相、Ｌａ２Ｍｏ２Ｏ９酸化物又はアパタイトＡ１０－ｘ（Ｓｉ
Ｏ４）６Ｏ２±δ格子を有する材料に基づいている。これらの種類の材料は、これら材料
が良好なイオン伝導率を示し、さらに本発明の方法に使用される条件で安定及び不活性で
あるという事実により、高密度の電圧駆動膜として働くのに非常によく適している。それ
により、（ＭＯ２）－蛍石型の材料は、例えばイットリウム（Ｙ）若しくは酸化イットリ
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ウム（Ｙ２Ｏ３）でドープされている又はドープされていないようなＺｒＯ２又はＺｒＯ

２ベースの材料を有する、これら材料は、例えばガドリニウム（Ｇｄ）若しくはサマリウ
ム（Ｓｍ）のような低い原子価の陽イオンでドープされている又はドープされていない酸
化セリウム（ＣｅＯ２）又は酸化セリウム（ＣｅＯ２）ベースの材料を有する、又はこれ
ら材料は、例えばウォルフラム（Ｗ）若しくはニオビウム（Ｎｂ）のような高い原子価の
陽イオンと結合して、例えばイットリウム（Ｙ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）若しくはエル
ビウム（Ｅｒ）のような希土類ドーパントでドープされている又はドープされていない酸
化ビスマス（δ－Ｂｉ２Ｏ３）を有してもよく、ここで一例は、Ｂｉ０．８Ｅｒ０．２Ｏ

１．５である又はこれら材料はＧｄ２Ｔｉ２Ｏ７のようなパイロクロア（Ａ２Ｂ２Ｏ７）
を有してもよい。
【００３８】
　ペロブスカイト型の構造（ＡＢＯ３）を持つ材料は、例えばＬａ１－ｘＳｒｘＧａ１－

ｙＭｇｙＯ３－δ（ＬＳＧＭ）を有し、ここで、ｘ＝０．１０－０．２０であり、δ＝０
．１５－０．２０である。アウリビリウス（Ｂｉ２Ｏ３）（Ａｎ－１ＢｎＯｘ）連晶相は
、例えば銅（Ｃｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）のような遷移金属陽イオンを
用いたバナジウム（Ｖ）の部分置換を持つγ－Ｂｉ４Ｖ２Ｏ１１に基づく材料を好ましく
は有するか、又はタンタル（Ｔａ）、アンチモン（Ｓｂ）若しくはニオビウム（Ｎｂ）で
ドープされてもよい。Ｌａ２Ｍｏ２Ｏ９酸化物導体は、ドープされても若しくはドープさ
れていなくてもよいし、例えば材料Ｌａ１．７Ｂｉ０．３Ｍｏ２Ｏ９－δ、Ｌａ２Ｍｏ１

．７Ｗ０．３Ｏ９－δ若しくはＬａ２Ｍｏ１．９５Ｖ０．０５Ｏ９－δを有してもよい。
アパタイトＡ１０－ｘ（ＳｉＯ４）６Ｏ２±δ格子は、例えばＬｎ１０－ｘＳｉ６Ｏ２６

＋ｙのようなＡサイト陽イオンを好ましくは備える材料を有し、ここでＬｎはランタン（
Ｌａ）、プラセオジム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、サマリウム（Ｓｍ）、ガドリニウム
（Ｇｄ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）を表す。
【００３９】
　本発明のさらに他の実施例によれば、プラズマ発生装置は、酸素含有ガスから及び生成
される酸素流から分離されるように配される。これは、整備作業の減少及び生成される酸
素の純度の向上に対して、上述したような利点を達成することを可能にする。
【００４０】
　本発明の他の実施例によれば、酸素含有ガス流を膜の一次側に導くためのガス供給装置
が設けられる。このガス供給装置は、高密度の膜の一次側に酸素含有ガスの流束を与える
ことにより、本発明による装置の性能を高めることができ、故にポンプ、コンプレッサ等
により形成されてもよい。加えて、膜の一次側の近くに存在しているガスのガス交換は、
ファン、例えばガス供給装置を使用することにより改善される。
【００４１】
　本発明による装置は、治療応用のための酸素投与の一部であることがさらに好ましい。
特に、治療応用に対して、例えばコバルトのような特に有毒化合物が電極から放出され、
ガス流内に取り込まれることを避ける効果が特に有利である。結果として、本発明による
装置を、治療応用のための投与装置、例えば酸素投与装置に取り入れることが特に利益で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明による装置の実施例の概略的な断面図を示す。
【図２】本発明による装置の他の実施例の概略的な部分断面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に開示される実施例から明らかであると共に、こ
れら実施例を参照して説明される。
【００４４】
　図１には、本発明による装置１０の実施例が概略的に示される。本発明による装置１０
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は特に、酸素含有ガスから酸素を分離するのに適している。従って、装置１０は酸素分離
装置又は酸素濃縮器夫々の一部でもよい。この装置１９は、例えば在宅医療応用における
酸素療法にとても適している。しかしながら、装置１０は治療応用に限定されるのではな
く、さらに全ての種類の酸素の生成に適している。他の例示的な応用として、飛行機内に
おける酸素の生成について言及しておく。
【００４５】
　前記装置１０は、一次側及び二次側を持つ高密度の電圧駆動膜１２を有する。この膜１
２は、図１に示される形状のような平坦なプレートで設計されてもよいし、又は管形状で
設計されてもよい。しかしながら、膜１２の形状は上述した例に限定されない。
【００４６】
　膜１２は、（ＭＯ２）－蛍石型酸化物、ペロブスカイト型酸化物（ＡＢＯ３）、アウリ
ビリウス（Ｂｉ２Ｏ２）（Ａｎ－１ＢｎＯｘ）連晶相、Ｌａ２Ｍｏ２Ｏ９酸化物又はアパ
タイトＡ１０－ｘ（ＳｉＯ４）６Ｏ２±δ格子を有する材料に基づいている。
【００４７】
　膜の一次側に酸素含有ガスを与えるために、膜又は膜の一次側は夫々、この酸素含有ガ
スを含む大気中に配されてもよい。さらに、膜１２の一次側に酸素含有ガスの気流を誘導
することが可能であり、そのために、ガス供給装置１４は膜１２の一次側に設けられる。
結果として、酸素含有ガス、例えば空気は、膜１２の一次側における膜１２の近くに誘導
され、これは矢印１６により視覚化される。
【００４８】
　本発明によれば、膜１２は純粋な電圧駆動膜であるという事実により、膜１２の一次側
にある導体素子と、膜１２の二次側にある導体素子との間に電圧が印加されなければなら
ならず、ここでこれら導体素子は膜１２に電気接続されている。
【００４９】
　これら導体素子に対して、膜１２の一次側及び二次側の少なくとも一方の側で発生する
プラズマ１８、２０により、少なくとも１つの素子が形成される。プラズマ１８が膜１２
の一方の側にのみ、特に二次側にのみ発生する場合、膜１２の夫々両側にある導体素子は
、電極により形成され、電極は、膜１２の表面を覆っている。しかしながら、図１によれ
ば、プラズマ１８、２０は、膜１２の一次側及び二次側の両方に与えられている。結果と
して、図１の実施例によれば、高密度の膜１２の一次側及び二次側の両方にプラズマ１８
、２０を発生させるためのプラズマ発生装置２２、２４が設けられる。従って、プラズマ
１８は膜の二次側にある純酸素内で発生するのに対し、プラズマ２０は膜１２の一次側に
ある酸素含有ガス内で発生する。
【００５０】
　発生したプラズマ１８、２０に対して、プラズマを発生させるために、幾つかの有利な
実施例が存在している。詳しくは、プラズマ発生装置２２は、膜１２の二次側にプラズマ
発生手段２６、２８として電極を有するのに対し、プラズマ発生装置２４は、膜１２の一
次側にプラズマ発生手段３０、３２として電極を有する。この場合、これら電極は、電極
間に電圧を印加するため、及び故に図１に示されるようにプラズマ１８、２０を発生させ
るために、プラズマ発生装置２２、２４の一部である電圧源に接続されている。
【００５１】
　しかしながら、前記プラズマを、例えば容量性励起、誘導性励起又は電磁波に基づいて
発生させることも可能である。
【００５２】
　容量性励起の場合、プラズマ発生装置２２、２４は、プラズマ発生手段２６、２８及び
／又は３０、３２として、２つのコンデンサプレートの間に交番電場を作り出す電圧源を
有する。コンデンサプレートは、これらコンデンサプレートを夫々のガス流から分離させ
るために、セパレータ３４、３６、３８、４０の後ろに設けられる。これらセパレータ３
４、３６、３８、４０は例えばガラスで形成されてもよい。結果として、プラズマ発生装
置２２、２４又はこれら装置のプラズマ発生手段２６、２８、３０、３２と、夫々のガス
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又はガス流との直接の接触はない。
【００５３】
　誘導性励起の場合、プラズマ発生装置２２、２４は、プラズマ発生手段２６、２８及び
／又は３０、３２として、コイルに接続される高周波交流電流源を有する。誘導性励起に
対して、前記プラズマは好ましくは、管形状の膜の近くで発生する。これは図２に示され
る。
【００５４】
　図２によれば、高密度の電圧駆動膜１２が示される。この膜１２は一部しか示されてな
く、管形状である。より詳しくは、例えば膜１２に結合される電圧源４２は図２には示さ
れなく、従って、それは図１に言及される。しかしながら、図２による装置の一般的な機
能は、図１と互換性がある。膜１２の近くにおいて、プラズマ１８が膜の二次側、すなわ
ち生成した酸素内で発生する。膜の管形状に対して、前記二次側は膜１２の内側に配され
る。それに応じて、プラズマ２０は、膜１２の一次側に発生し、ここでプラズマ２０は、
酸素含有ガス内で発生する。膜の管形状に対して、前記一次側は、膜１２の周囲に配され
る。膜１２の二次側に発生するプラズマ１８に対し、プラズマは内部コイル５０により発
生する。この内部コイル５０は、フェライト上に形成されるワイヤとして形成される。好
ましくは、前記コイル５０は、例えばガラスから形成されるセパレータ５２により、膜１
２から及び生成した酸素から分離されるように配される。それに応じて、膜１２の一次側
に発生するプラズマ２０は、外部コイル５４により発生する。この外部コイル５４は、空
心コイルとして形成されてもよいし、好ましくは例えばガラスから形成されるセパレータ
５６により、膜１２から分離されるように配される。結果として、前記コイル５０、５４
と夫々のガス流との直接の接触はない。誘導性励起とは別に、膜１２の管形状は、上述し
たようなプラズマを発生させる他の方法に対して、及び膜１２の一方の側にのみプラズマ
１８を使用する実施例に使用されてもよい。
【００５５】
　図１に戻り参照すると共に、電磁波に基づくプラズマの発生に対して、プラズマ発生装
置２２、２４は、プラズマ発生手段２６、２８及び／又は３０、３２として、マイクロ波
又は無線周波数夫々の線源を有する。電磁放射線源は再び、これら放射源を夫々のガス流
から分離させるために、セパレータ３４、３６、３８、４０の後ろに配されてもよい。こ
れらセパレータ３４、３６、３８、４０は、例えばガラスから形成されてもよい。結果と
して、プラズマ発生装置２２、２４又はこれら装置のプラズマ発生手段２６、２８、３０
、３２と、夫々のガス又はガス流との直接の接触はない。
【００５６】
　前記酸素含有ガスから酸素を分離するために、膜１２の一次側にある導体素子と、膜１
２の二次側にある導体素子との間に電圧が印加されなければならない。本発明によれば、
上述したように、少なくとも１つの導体素子は、特に好ましくは膜１２の二次側に発生し
たプラズマ１８、２０により形成される。それに応じて、プラズマ発生装置２２により発
生したプラズマ１８と、他の導体素子との間に電圧を与えるための電圧源が設けられ、プ
ラズマ１８及び他の導体素子は、膜１２の両側に配されている。電圧源４２は、電流源、
好ましくは直流源でもよく、プラズマ１８及び他の導体素子を介して膜１２に結合されて
もよい。電極が他の導体素子に使用される場合、前記電極と電圧源４２との間に簡単な導
電接続、例えばケーブルが設けられる。プラズマ１８、２０を導体素子として使用する場
合、前記電流源又は電圧源４２夫々は、プラズマ１８、２０に、故に適切な結合装置４４
を用いて膜１２に結合される。結合装置４４、４６に対する実施例は、限定ではない方法
で例えば低圧及び高圧ガス放電ランプから知られるような電極を有する。これら結合装置
４４、４６はプラズマ１８、２０内であり、好ましくは夫々のガス流、特に生成した酸素
から、加えて膜１２から安全な距離に配される。好ましくは、電圧源４２は、膜１２の一
次側にある導体素子と、膜１２の二次側にある導体素子との間に適切な電圧を印加するよ
うに設計される。印加される電圧は、膜１２の二次側に所望する純酸素の気流を生じさせ
るように選択されるべきである。しかしながら、印加される電圧は、発生するプラズマ及
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び使用される膜に依存して変化する。
【００５７】
　上述したような装置１０を用いて実行されている、本発明による酸素を発生させる方法
は以下のように行われる。酸素含有ガス、例えば空気は、高密度の電圧駆動膜１２の一次
側に与えられる。膜１２の一次側にある導体素子と膜１２の二次側にある導体素子との間
に電圧が印加される。少なくとも１つの導体素子はプラズマ１８により形成されるという
事実により、プラズマは、膜１２の一次側及び二次側の少なくとも一方の側に発生する。
詳しくは、プラズマ１８が発生し、１×１０－３以下の範囲にある電荷キャリア密度を供
給する。電圧源４２が前記導体素子を介して電圧駆動膜１２と結合している及び膜１２の
一次側に酸素含有ガスが存在しているので、酸素分離処理が始まり、純酸素又は本質的に
純酸素４８の気流が生じる。
【００５８】
　これにより、膜１２は５００℃以上、７００℃以下の範囲の温度に加熱されることが好
ましく、ここでプラズマ１８、２０は、少なくとも一部が膜１２を加熱するのに用いられ
てもよい。
【００５９】
　本発明は図面及び上述の説明において詳細に説明及び開示されている一方、このような
説明及び開示は、説明的及び例示的であり、限定的ではないと考えるべきである。つまり
、本発明は開示した実施例に限定されない。図面、明細書及び特許請求の範囲を学ぶこと
により、当業者により、請求する本発明を実施する際、開示した実施例以外の変形例も理
解され、もたらされることがある。請求項において、「有する」という言葉は、それ以外
の要素又はステップを排除するものではなく、複数あることを示さないことが、それらが
複数あることを排除するものでもない。ある方法が互いに異なる従属請求項に挙げられて
いるという事実は、これらの方法の組み合わせが有利に用いられることができないことを
示しているのではない。請求項における如何なる参照符号もその範囲を限定するとは考え
るべきではない。
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